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介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
介
護
報
酬
請
求
の
不
正
防
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
発
覚
し
た
コ
ム
ス
ン
に
よ
る
介
護
報
酬
不
正
請
求
事
件
は
、
介
護
保
険
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
大
き
く
損
ね
る

も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
一
部
事
業
者
に
よ
る
介
護
報
酬
の
不
正
請
求
は
、
コ
ム
ス
ン
事
件
だ
け
で
な
く
、
以
前
か
ら
問

題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

近
年
の
介
護
報
酬
引
き
下
げ
に
よ
り
、
多
く
の
誠
実
な
事
業
者
が
経
営
環
境
の
悪
化
、
介
護
労
働
者
の
待
遇
維
持
に
苦
慮
し

て
お
り
、
ま
た
介
護
保
険
料
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
国
民
は
多
大
な
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
る
が
、
介
護
事
業
者
や
国
民
に
負

担
を
求
め
る
前
に
、
ま
ず
、
不
正
請
求
を
根
絶
し
無
駄
な
支
出
を
な
く
す
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

記
録
、
文
書
等
の
保
存
に
関
す
る
現
状
に
つ
い
て

�

不
正
請
求
を
防
止
し
、
ま
た
不
正
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
介
護
報
酬
の
請
求
に
関

係
す
る
記
録
、
文
書
等
（
以
下
、
記
録
等
）
が
、
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

介
護
保
険
制
度
開
始
以
来
、
介
護
事
業
者
の
不
正
請
求
が
判
明
し
た
事
案
で
、
記
録
等
の
提
示
等
の
義
務
（
介
護
保
険

法
第
二
十
三
、
二
十
四
条
等
）
に
反
し
、
あ
る
い
は
保
存
義
務
（
委
託
基
準
第
三
十
九
条
第
二
項
等
）
に
反
し
て
記
録
等

一



の
不
備
（
不
存
在
、
廃
棄
、
改
ざ
ん
等
）
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
。

�

�
で
挙
げ
た
以
外
に
、
法
第
二
十
三
、
二
十
四
条
等
に
基
づ
き
介
護
事
業
者
の
記
録
等
の
調
査
を
行
っ
た
事
案
は
何
件

あ
る
か
。
ま
た
、
記
録
等
に
つ
い
て
何
ら
か
の
義
務
違
反
が
確
認
さ
れ
た
件
数
は
何
件
か
。
各
々
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な

違
反
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
か
も
併
せ
て
明
示
さ
れ
た
い
。

�

改
ざ
ん
・
隠
蔽
等
の
記
録
等
の
不
正
や
、
不
正
請
求
に
つ
い
て
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
の
、
保
険
者
及
び
行
政
の
行

う
べ
き
対
応
に
つ
い
て
、
国
は
、
ど
の
よ
う
な
指
示
を
し
て
い
る
か
。

二

記
録
等
の
保
存
義
務
に
つ
い
て

現
行
法
上
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
か
か
る
一
定
の
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
保
存
・
保
管
義
務
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
介
護
報
酬
の
請
求
に
か
か
る
介
護
給
付
費
請
求
書
、
同
請
求
明
細
書
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
、
保
険
者
共

に
、
法
律
上
の
保
存
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

介
護
給
付
費
請
求
書
等
の
保
存
に
つ
き
、
「
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
旨
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
義
務
で
は
な
い
の
か
。
年
金
記
録
問
題
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
入
力
・
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
記
録
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
書
の
保
存
は
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

二



三

保
存
期
限
に
つ
い
て

�

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
か
か
る
事
業
者
の
記
録
等
の
保
存
・
保
管
義
務
は
、
一
般
に
二
年
間
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
な
ぜ
二
年
な
の
か
。

�

不
正
請
求
を
含
む
介
護
報
酬
の
過
払
い
に
対
す
る
保
険
者
の
返
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
五
年
で
あ
り
、
後
日
の
検
査

や
返
還
請
求
の
実
効
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
保
存
期
限
は
少
な
く
と
も
五
年
は
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
記
録
保
存
に
か
か

る
事
業
者
の
負
担
に
も
配
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
保
険
料
を
納
め
る
生
活
者
や
納
税
者
の
視
点
に
立
て
ば
、
保
存
年
限

を
延
長
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

四

訪
問
介
護
な
ど
に
お
い
て
、
利
用
者
は
介
護
事
業
者
か
ら
、
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
利
用
者
が
請
求
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
不
正
請
求
防
止
の
観
点
か
ら
は
、
介
護
事
業
者
及

び
保
険
者
の
双
方
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
日
時
、
内
容
、
金
額
等
を
記
載
し
た
書
類
が
利
用
者
の
も
と
に
交
付
さ
れ
る
こ

と
が
有
効
で
あ
り
、
交
付
を
義
務
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

三


